[bookmark: _Hlk137203058][bookmark: _Hlk115678686]湯河原町告示第12号


湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付要綱を次のように定める。


令和８年３月16日



湯河原町長　内　藤　喜　文




湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付要綱
[bookmark: _Hlk83980683]（目的）
[bookmark: _Hlk83986179]第１条　この要綱は、物価高騰により更なる経済的な影響を受けている事業者等を支援するため、予算の範囲内において湯河原町物価高騰対策事業者支援金（以下「支援金」という。）を支給することにより、事業者等の負担を軽減することを目的とする。
　（定義）
第２条　この要綱において、「事業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)　法人等　湯河原町内（以下「町内」という。）に本社、本店若しくは支店を有し事業を営む法人又は町内に事業所を有する団体
(2)　個人事業者　町内で事業を営む個人又は申請日時点において町が備える住民基本台帳に記載されている者であって、湯河原町以外（以下「町外」という。）で事業を営む個人
[bookmark: _Hlk83980740]（交付対象者）
第３条　支援金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、令和８年４月１日時点において、継続して事業を営んでいる事業者等とする。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は交付対象者としない。
(1)  宗教上の組織又は団体
(2)　政治団体
(3)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法　律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。)。
(4)　暴力団員（法２条第６号に規定する暴力団員をいう。）。
[bookmark: _Hlk83980801]（支援金の額）
第４条　支援金の額は、次に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)  法人等　３万円
(2)　個人事業者　２万円
２　支援金の交付は、一の交付対象者につき、１回限りとする。
（支援金の申請）
第５条　支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
[bookmark: _Hlk83985816](1)　湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付申請書（様式第１号）
(2)　湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付請求書（様式第２号）
(3)　事業を営んでいることが確認できる書類（確定申告書、青色申告決算書等）の写し
(4)　個人事業者が申請する場合は、申請者本人が確認できる書類の写し
(5)　町外で事業を営む個人は、事業活動を証する書類の写し
(6)　開業後の間がなく申告時期が未到来の事業所等については、開業届又は営業許可証の写し
[bookmark: _Hlk83985864]２　申請期限は、令和８年12月25日までとする。
（交付の決定）
第６条　町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定を行い、湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付・却下決定通知書（様式第３号）より申請者に通知するものとする。
２　町長は、前項の規定により支援金の交付の決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）に速やかに支援金を交付するものとする。
（交付決定の取消及び返還請求）
第７条　町長は、交付対象者がこの要綱の規定に反したとき、又は虚偽その他不正な方法によって支援金の交付を受けたときは、物価高騰対策事業者支援金交付決定取消通知書（様式第４号）により、支援金の交付決定を取り消すものとする。
２　町長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、当該交付対象者から当該支援金に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
（その他）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
　（施行期日）
[bookmark: last]１　この告示は、公表の日から施行する。
　（この告示の失効）
２　この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支援金の交付の決定を受けた者に係る第７条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式第１号（第５条関係）

湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付申請書

令和　　年　　月　　日　

湯河原町長　様

申請者　住　　所

事業所名又は屋号　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　氏　　名

電話番号
（法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名）

湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付要綱第５条の規定により、支援金の交付を受けたいので申請します。

【確認・誓約事項】
※該当するものにチェックしてください（全て該当する必要があります。）。

□申請時点で事業を継続しており、引き続き事業を継続します。
□申請に当たり、個人又は法人の代表者若しくは役員が暴力団による不当な行為等の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員に該当しないことを誓約します。また、役員名簿等の情報提供を求められた場合は、直ちに応じることを誓約します。
□本申請に当たり、万一事実と異なる誓約事項があった場合は、交付を受けた支援金の全額を返金します。









様式第２号（第５条関係）

湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付請求書

	湯河原町長　　様

	１．申請者
	記入日
	　　　　　　年　　月　　日

	氏名または代表者名
	住　　　　所

	

	
電話番号　　　　（　　　　）


２．申請額
	申請額・請求額
	円


３．振込先金融機関口座　※振込先金融機関口座確認書類を添付してください。
	金融機関名
	銀行・信金・農協
	金融機関コード
	
	
	
	

	本・支店名
	本店　　　　　　支店・出張所
	支店コード
	
	
	
	

	口座種類
	□普通　□当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）を御記入ください。





振込先金融機関口座確認書類
※受取口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人（カナ）が分かる
通帳やキャッシュカードの写し






様式第３号（第６条関係）

湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付・却下決定通知書

令和　　年　　月　　日　

　様


湯河原町長　　　　　　　　　　印

令和　　年　　月　　日付で申請のありました支援金については、湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付要綱第６条の規定により、次のとおり通知します。


□交　付　　　

  支援金の額　　　　　　　　　　　　　　円

　交付予定日　　　　　　　年　　月　　日


□却　下

却下理由：













様式第４号（第７条関係）

湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付決定取消通知書

令和　　年　　月　　日　

　様


湯河原町長　　　　　　　　　印

[bookmark: _Hlk42170077]令和　　年　　月　　日付で交付決定した支援金の交付決定を次の理由により取り消しましたので、湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付要綱第７条の規定により通知します。


取消理由：
























